
 

 

全国がん登録制度の概要について 

 
１ 概要 

  国内におけるがん罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録、保存 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立がん研究センターがん情報サービスのホームページから 

 

２ 現状 

（１）平成２３年度から地域がん登録として疾病対策課で登録作業開始 

（２）がん登録等の推進に関する法律の施行（平成２８年）に基づき、都道府県の事

務として明確化され、平成２８年１月１日から全国がん登録として登録開始 

 

３ 届出対象施設 

（１）全ての病院が届出義務 

（２）都道府県知事が指定した診療所（届出を行う診療所の開設者の申請により指定） 

  令和７年２月１日現在、県内３４０病院、７９指定診療所 

 

４ 届出事項 

（１）がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日、住所 

（２）病院等の名称、所在地、管理者の氏名 

（３）がんの診断日、がんの種類、進行度、発見の経緯、治療の内容等 

  資料１－２「全国がん登録届出票」を参照 

 

（１）がん医療の質の向上等（がん医療・がん検診の質の向上、がん予防の推進） 
（２）国民に対するがん・がん医療等・がん予防についての情報提供の充実 
（３）その他のがん対策を科学的知見に基づく実施 
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